
株式会社エネテク行動計画

社員がその能力を発揮しながら、もっと子育てに関われるよう仕事と生活の調和を図り働

きやすい環境にするため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間 令和 2  年  4 月 1 日~令和 12 年 3 月 31 日までの 10 年間

2. 内容

目標① 子供の出生時における育児休業の取得・有給の取得を促進する

【対策】

◆令和 2年 4 月~ 制度内容等について社内通信などにより社員に周知
◆令和 2年 4 月~ 社員へのアンケート調査、検討開始

目標② 子供の行事に両親ともに参加できるよう、代休・有休の取得を促進する

【対策】

◆令和 2年 4 月~ 社員へのアンケート調査、検討開始
◆令和 2年 4 月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する




